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（趣旨） 

第１ この要領は、別に定めるもののほか、森林整備事業の請負契約等に係る指名競争入札及び随意契約

に係る事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２ この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 森林整備事業 森林整備事業の請負契約等に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する

規程（平成18年岩手県告示第786号。以下「規程」という。）第2条に規定する森林整備事業をいう。 

 (2) 地方公所 予算規則（昭和39年岩手県規則第12号）第2条第2号に規定する地方公所をいう。 

 (3) 広域振興局等林務担当部等 広域振興局の林務部、農政部農林振興センター（林務室が置かれる農

林振興センターにあっては、林務室）若しくは農林部若しくは農林部農林振興センター（林務室が置

かれる農林振興センターにあっては、林務室又は林務室林務出張所）をいう。 

 (4) 広域振興局等林務担当課長等 広域振興局等林務担当部等において森林整備事業の入札事務を担

当する課長をいう。ただし、林務室林務出張所にあっては所長をもって充てるものとする。 

 （入札参加者の指名基準） 

第３ 森林整備事業の請負契約等に係る指名競争入札の参加者（以下「入札参加者」という。）の指名は、

別に定める指名基準により行うものとする。 

（森林整備事業指名競争入札審議会） 

第４ 入札参加者の指名に関する事項を調査審議するため、広域振興局等林務担当部等に森林整備事業指

名競争入札審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、広域振興局等林務担当課長等（広域振興局等林務担当課長等に事故あるときは、広域振興

局等林務担当部等の長が指名する者。以下第４において同じ。）及び委員４人以上をもって組織し、委員

は、当該広域振興局等の所管区域内に所在する地方公所の職員で、広域振興局等の課長又は当該課長の

職と同等以上の職にあると認められる者のうちから広域振興局等林務担当部等の長が指名する。この場

合において、広域振興局等林務担当部等の長は、委員の指名に当たっては、複数の部等から委員を指名

するよう努めるものとする。 

３ 審議会は、広域振興局等林務担当部等の長が委員を招集し開催するものとする。 

４ 広域振興局等林務担当部等の長は、審議会を開催しようとするときは、森林整備事業指名競争入札審

議会開催通知書（様式第１号）により、開催日時、場所及び審議事項等を委員に通知するものとする。

委員が、やむを得ない理由により審議会に出席できないときは、代理者を出席させることができる。 

５ 広域振興局等林務担当課長等は、審議会を主宰し、会議の議長となる。 



６ 審議会は、主宰者及び委員（代理者を含む。）の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

７ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、主宰者の決するところによる。 

８ 審議会は非公開とする。 

９ 主宰者は、審議会において、審議の対象とする事業の名称、場所、所要日数及び主たる事業内容の概

要、指名競争入札における指名案及び選定理由等を説明するものとする。 

10 主宰者は、審議会の審議に付する事項に応じ、森林整備事業指名競争入札審議会資料（様式第２号）

及びその他参考となる資料を審議会に提出するものとする。 

なお、年度当初の審議会で当年度の入札参加者の指名案を一括審議に諮ることができるものとする。 

11 主宰者は、必要と認めるときは、審議会に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

12 主宰者は、審議会における審議結果を広域振興局等林務担当部等の長に報告しなければならない。 

13 主宰者は、審議会の審議結果等を記載した書類を作成し、保管しなければならない。 

14 審議会の庶務は、広域振興局等林務担当部等において処理する。 

 （入札参加者の指名通知等） 

第５ 広域振興局等林務担当部等の長は、入札参加者を指名したときは、指名競争入札通知書（様式第３

号。以下「指名通知書」という。）により被指名者に通知するものとする。 

２ 指名通知書には、別記指名競争入札心得を添付するものとする。 

３ 必要に応じて現地説明を行うことができるものとし、指名通知書により被指名者に通知する。 

（予定価格調書及び最低制限価格算定調書の作成） 

第６ 予定価格の作成に当たる者は、次の各号に定める調書を作成するものとする。 

 (1) 予定価格調書（様式第４号） 

 (2) 最低制限価格算定調書（様式第５号） 

２ 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の 110 を乗じて得た額

とする。 

    ① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 

    ② 共通仮設費の額に10分の９を乗じて得た額 

    ③ 現場管理費の額に10分の９を乗じて得た額 

    ④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額 

３ 前項の規定により調書を作成する場合には、予定価格作成チェック票（様式第６号）により内容を確

認するとともに、別添予定価格調書封筒記載例に掲げる項目を漏らさず記載した封筒に封入のうえ、厳

重に保管すること。 

 （指名競争入札の執行） 

第７ 指名競争入札は、別に定める指名競争入札執行事務処理基準により、広域振興局等林務担当部等の

長が指名する職員（以下「入札執行者」という。）が執行するものとする。 

２ 入札執行者は、指名競争入札の結果を入札調書（様式第７号）に記載しなければならない。 

 （指名停止等） 

第８ 農林水産部長は、入札参加者に対し、指名停止等の措置を行うことがある。 

２ 指名停止等の措置基準については、県営建設工事に係る指名停止等措置基準（平成７年２月９日付け

建振第281号副知事依命通知。以下「措置基準」という。）を準用する。 

この場合において、措置基準第１中「県営建設工事の請負契約に係る一般競争入札（条件付一般競争入

札を含む。）及び指名競争入札の有資格業者（特定調達契約に該当する県営建設工事の請負契約に係る一

般競争入札参加者の資格等に関する規程（平成８年告示第４２７号）第６条に規定する資格者及び県営

建設工事の請負契約に係る条件付一般競争入札及び指名競争入札参加者の資格等に関する規程（昭和５

６年告示第４１２号）第６条に規定する資格者）」とあるのは「森林整備事業の請負契約等に係る指名競



争入札参加者の資格及び指名等に関する規程（平成18年岩手県告示第786号）第６条に規定する資格者」

と読み替えるものとする。 

 （契約の成立要件） 

第９ 契約は、別に定める指名競争入札執行事務処理基準に定めるところにより、落札者と決定された者

と締結する。ただし、請負（委託）契約書締結までの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの

事由に該当した場合は、当該落札者と契約を締結しない。 

 (1) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成 11

年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされた場合 

 (2) 措置基準に基づく指名停止を受けた場合 

 （入札及び契約に関する情報の公表） 

第10 森林整備事業の請負契約等に係る指名競争入札及び随意契約に関する情報の公表については、競争

入札及び随意契約の情報公表に係る要綱（平成20年3月10日）に基づき、遅滞なく公表するものとす

る。 

 

   附 則 

 この要領は、平成18年9月15日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成19年１月19日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成19年９月18日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成21年９月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成22年４月13日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成26年3月5日から施行する。 

２ 改正前の消費税法及び地方税法が適用される工事については、なお従前の例による。 

  附 則 

この要領は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成28年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成29年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成29年８月１日から施行する。 



附 則 

この要領は、令和元年10月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年８月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 



様式第1号（第４第４項関係） 

                                  第   号 

                                  年 月 日 

 

            様 

 

                           広域振興局等の林務担当部長等  

 

 

森林整備事業指名競争入札審議会開催通知書 

   年度（第  回）標記審議会（         長主宰）を下記のとおり開催しますので、出席

方よろしくお取り計らい願います。 

                     記 

  １  開催日時              年    月    日          時    分 

 ２ 場  所 

 ３ 審議事項     指名競争入札に付する森林整備事業の被指名人の選定について  

             事業          件 

             事業          件 

             事業          件 

             事業          件 

 

４ 委員として指名する者                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 職 名 氏 名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 
 



様式第２号(第４条第９項関係) 

秘      年度（第  回） 森林整備事業指名競争入札審議会資料（№  ） 

所 管 課  所 属  

事 業 名  

設 計 金 額 （税込）      千円      （税抜）      千円 

事 業 概 要  

事 業 場 所  

工 期  

指名の基本方針 
事業場所と入札参加資格者の入札参加を希望する事業地域が合致しているものの中か

ら、森林整備事業の種類や作業種に応じて公平かつ適切に10者を指名する。 

入札参加資格者

選定の優先事項 

１ 過去３年間に施工実績を有するもの 

２ 過去３年間の平均事業成績が良好なもの 

３ 広域振興局等の管内に営業所（支店・支所含む）を有するもの 

４ 広域振興局等の管内に隣接する市町村に営業所（支店・支所含む）を有するもの 

入 札 参 加 者 施工実績 平均施工成績 
入札参加者の 

所在市町村名 
備 考 

１  
 

 
   

２  
 

 
   

３  
 

 
   

４  
 

 
   

５  
 

 
   

６  
 

 
   

７  
 

 
   

８  
 

 
   

９  
 

 
   

10  
 

 
   

（注1）森林整備事業の種類とは、「治山事業」、「いわて環境の森整備事業」、「県有林事業」をいう。 

（注2）森林整備事業の作業とは、「地こしらえ」、「植栽」、「下刈り」、「つる切り」、「切捨間伐（本数調整伐、受光伐、除・

間伐、混交林誘導伐）」、「搬出間伐（定性間伐、列状間伐）」、「枝打ち」、「病虫獣害防除」、「作業道等」をいう。 

（注3）施工実績：指名する入札参加者の過去３年間の受注件数（上段）及び受注金額（下段）を記載する。 

（注4）平均施工成績：指名する入札参加者の過去３年間の平均事業成績を記載する。 

（注5）入札参加者の所在市町村名：指名する入札参加者の営業所又は支店・支所が所在する市町村名を記載する。 

 

この資料は持ち帰らないでください。 

 



様式第３号（第５第１項関係） 

第          号 

年  月  日 

 

                 様 

 

                                        広域振興局長 

 

 

指名競争入札通知書 

 下記の要領で指名競争入札を執行しますので、参加されたく通知します。 

                    記 

１ 入札に付する事項 

 (1) 事業名 

 (2) 事業場所 

 (3) 事業期間 

２ 設計図書及び契約条項の縦覧期間・場所 

 (1) 期間        年  月  日   ～   年  月  日 

 (2) 場所 

３ 現場説明の日時及び場所 

 (1) 日時        年  月  日     時  分 

 (2) 場所 

４ 入札の日時及び場所 

 (1) 日時        年  月  日     時  分 

 (2) 場所 

５ 入札保証金 

免除 

６ その他留意事項 

入札に関する詳細は、別記 指名競争入札心得によること。 

 

  

  



予　定　価　格　調　書

事業名

予定価格（税込み） 円

　予定価格（税抜き）　印 円

最低制限価格(税込み) 円

最低制限価格(税抜き) 円

【備考】

設計額（税込み） 円

設計額（税抜き） 円

所属・職

氏名 印

様式第４号（第６第１項関係）

　　　年　　　月　　　日

上記のとおり定める。



様式第５号（第６第１項関係）　治山事業・いわて環境の森整備事業用

事業名

円

計 （ 円） （Ａ） 円

※　算定値（Ａ）を最低制限価格（税抜き）とする。

　 ※　最低制限価格を設定した場合は、本票を予定価格調書に添えて封入すること。

最低制限価格（税抜き） 円

※直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の計は、設
計額（税抜き）と一致すること。

 ※①～④各項目の算出後の小数点以
下の端数は切捨て

最低制限価格（税込み） 円

円 ※③

一般管理費等 （ 円） × 0.68 円 ※④

現場管理費 （ 円） × 0.9

円 ※①

共通仮設費 （ 円） × 0.9 円 ※②

直接工事費 （ 円） × 0.97

最 低 制 限 価 格 算 定 調 書

　　設計額（税抜き）

Ａ

最低制限価格算定式による算定



様式第５号（第６第１項関係）　県有林事業用

事業名

円

計 （ 円） （Ａ） 円

※　算定値（Ａ）を最低制限価格（税抜き）とする。

　 ※　最低制限価格を設定した場合は、本票を予定価格調書に添えて封入すること。

最 低 制 限 価 格 算 定 調 書

　　設計額（税抜き）

Ａ

最低制限価格算定式による算定

直接費    （ 円） × 0.97 円 ※①

現場管理費 （ 円） × 0.9 円 ※②

円

一般管理費等 （ 円） × 0.68

最低制限価格（税抜き） 円

円 ※③

※直接費、現場管理費及び一般管理費の計は、設計額（税抜き）と
一致すること。

 ※①～③各項目の算出後の小数点以
下の端数は切捨て

最低制限価格（税込み）



様式第６号（第６第３項関係）

事業名

1 予定価格作成者

□ 予定価格作成者が設計金額により、権限どおりとなっているか。
（参考）
設計金額(税込)

1.5億円以上
1.5億円未満

2 予定価格の決定

□ 設計金額と一致しているか。（端数処理も行わないこと。）

3 最低制限価格の算定

□ 様式第５号最低制限価格算定調書の計算内容が正しく移記されているか。

4 予定価格調書の作成

□ 所定の様式（令和元年10月１日以降公告用）を用いているか。

□ 事業名の記載（２箇所）に誤りはないか。

□ 予定価格・最低制限価格及び設計額の記載に誤りはないか。

□ 予定価格調書の日付、記名及び押印に漏れがないか。

上記のとおり確認した。

　　　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　予定価格作成者　　職　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

広域振興局等
局　　長
部長等

予定価格作成チェック票



様式第７号（第７第２項関係） 

入 札 調 書 

事 業 番 号    入札日時   年  月  日  時  分 

事 業 名  

事 業 場 所  

予 定 価 格  最低制限価格  

予定価格(税抜)  最低制限価格 

（税抜) 

 

指 名 業 者 名 

入 札 者 名 

入 札 額 落 札 額 

 第1回 第2回 第3回 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

（50音順）                         

                          

所属長 執行者 補助者 委任状確認者 

印 印 印 印 

備 考  入札額に当該額の10％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。 

    （落札額）                       （落札価格） 

 

 



参考様式（第10関係） 

 

随 意 契 約 理 由 書 

根 拠 規 程 等 地方自治法施行令 第167条の2第1項第  号 
 

随意契約理由  

選 定 業 者  

選 定 理 由  

 
 

 

 



（別 記） 

指 名 競 争 入 札 心 得 

１ 最低制限価格の設定 

  本事業には最低制限価格を設定する。この最低制限価格を下回る価格をもって入札を行なった者

は失格となり、当該事業に係る再度入札には参加することができない。 

２ 入札書記載金額 

  落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算し

た金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札

価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

３ 入札書記載事項等 

  入札書には、次のことを記載しなければならない。 

 (１) 入札年月日 

 (２) 頭書きに「入札書」である旨記載 

 (３) 入札金額 

 (４) 入札件名（事業名） 

 (５) あて名（当該発注機関の長とする。なお、氏名の記入は不要とする。記載例：○○広域振興

局長 様） 

 (６) 入札参加者住所・氏名（委任された者が入札を行う場合は、委任者住所氏名、受任者氏名、

頭書きに「代理人」と記載する｡） 

４ 入札等 

(１) 入札参加者は、代理人に入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 

(２) 郵送による入札は、認めない。 

 ５ 入札の無効 

（１）次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

  ア 民法（明治29年法律第89号）第90条（公序良俗違反）、第93条（心裡留保）、第94条（虚

偽表示）に該当する入札 

  イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札 

  ウ 委任状を持参しない代理人のした入札 

  エ 記名押印をしていない入札 

  オ 金額を訂正した入札 

  カ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札 

  キ 明らかに連合によると認められる入札 

  ク 同一工事の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 

  ケ 現場説明のある場合は、現場説明に参加しない者のした入札 

  コ 記名押印していない事業費内訳書を提出した入札 

  サ その他入札に関する条件に違反した入札 

（２） 次に該当する入札は取り消すことができる。 

民法（明治29年法律第89号）第95条（錯誤）に該当する入札 

６ 落札者の決定 

 (１) 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者

とする。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し

た履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正

な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限

の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札したものを落札者とす

る。 



 (２) 入札執行回数は３回とし、この限度内において落札者がいないときは、入札を打ち切る。 

 (３) 落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者

にくじを引かせて落札者を決定する。 

    この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わっ

て入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 

７ 事業費内訳書の提出 

(１) 入札会場で事業費内訳書（別紙１）の提出を求めるので、必ず入札会場に持参すること。 

  (２) 入札書提出前に事業費内訳書を提出できない場合は、入札に参加できない。 

(３) 事業費内訳書の提出は、第１回の入札のみとし、第２回以降の提出は要しない。 

(４) 第１回の入札書と事業費内訳書の金額が一致しない（千円未満の端数処理を除く。）入札を行っ

た者は失格となり、当該事業に係る再度入札には参加することができない。 

８ 入札の辞退 

（１） 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。た

だし、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

（２） 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、次のア又はイに掲げるところにより申し出なけれ

ばならない。 

ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を入札執行機関に直接持参、又は郵送（入札日の前日まで

に到着するものに限る。）すること。 

なお、入札辞退届の提出がなく、入札開始時刻までに入札室に入室しなかった場合は、入札を

辞退したものと見なす。 

イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する職員に直

接提出すること。 

（３） 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることは

ない。 

９ 公正な入札の確保 

 (１) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）

等に抵触する行為を行なってはならない。 

 (２) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入

札意思についていかなる相談も行なわず、独自に入札価格を定めなければならない。 

 (３) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示しては

ならない。 

 (４) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行すること

ができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期

し、若しくは取りやめることがある。 

 (５) 入札辞退者が多数生じ、競争入札の趣旨が失われると認められる場合には、入札を取りやめ

ることがある。 

10 契約締結の留意事項 

 (1) 落札者の決定後、請負（委託）契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者

が次に掲げるいずれかの事由に該当した場合は、当該落札者と契約を締結しない。 

   ① 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民

事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている場合（農林水

産部長が別に定める入札参加資格の再認定を受けた場合を除く。） 

② 県営建設工事に係る指名停止等措置基準（平成7年2月9日制定。以下「措置基準」という。）

に基づく指名停止措置を受けた場合 

  (2) 契約にあっては、事業の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮

する工作物の事業を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

  (3) 契約にあっては、事業の施工に当たり、特許工法を用いる等合理的な理由がある場合を除き、こ

の事業の入札に参加した他の者と下請契約（建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）



第２条第４項に規定する下請契約）を締結してはならない。 

  (4) 契約にあっては、この工事に（法第26条第３項に該当するものについては専任で）、入札執行の

日前３ヶ月以上継続して雇用している技術者（法に定める経営業務の管理責任者及び営業所選任技

術者を除く。）を配置しなければならない。 

  (5) 契約締結後、現場代理人等通知書により配置技術者について通知する際には、経歴書の職歴欄に

雇入れ年月日（雇用期間）を明記するとともに、「森林整備事業の請負契約等に係る指名競争入札に

参加しようとする者の指名競争入札参加資格基準及び森林整備事業指名競争入札参加資格審査申請

書の提出期間」（平成 19 年岩手県告示第 42 号）１の（４）のアからオに掲げる技術者資格を有

することを証する書類の写し、健康保険証又は標準報酬決定通知書の写しを添付しなければなら

ない。 

 



（別紙１）

　

商号・名称

事業名

事業場所

区分 備考

直接工事費

　直接工事費計

間接工事費

　共通仮設費

　現場管理費

　間接工事費計

工事原価

一般管理費等

工事価格（税抜）

事業費内訳書

金額

（注４）　本票は、押印して提出すること。

（注１）　太枠の項目は必ず記入とすること。
（注２）　直接工事費は、工種ごとにその内訳を記入すること。
（注３）　本票の分類により難い場合は、発注機関の指示によること。



（別紙１）県有林事業用

　

商号・名称

事業名

事業場所

区分 備考

直接費

直接費計

現場管理費

一般管理費等

間接事業費計

事業価格（税抜）

事業費内訳書

金額

（注４）　本票は、押印して提出すること。

（注１）　太枠の項目は必ず記入とすること。
（注２）　直接工事費は、工種ごとにその内訳を記入すること。
（注３）　本票の分類により難い場合は、発注機関の指示によること。


